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熊本県行政栄養士育成指針 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課 

平成２６年５月 

（平成３０年５月 一部改正） 

（平成３１年３月 一部改正）  

○この指針は、県健康づくり推進課及び県保健所が実施する行政栄養士の人材

育成の考え方を中心に、作成したものです。 

 

○行政職員としての能力開発は、各自治体の人材育成指針に基づき進められる

ものですが、栄養・食生活改善業務は、県と市町村が相互に、且つ密接に関

連しており、一体的に行うとより効果的と考えました。 

 

○市町村においては、行政栄養士の人材育成の一つとして本指針を参考にして

いただき、育成に取組んでください。 
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はじめに 

 

県では、「県人材育成ビジョン」「県職員研修基本方針」「県健康福祉部研修基本

方針」のもと、「県健康福祉部研修体系」「行政栄養士の業務指針」等に基づき、平

成 26 年度に成果の見える栄養施策を展開できる行政栄養士を育成していくため、

「熊本県行政栄養士育成指針」を作成し、県健康づくり推進課及び県保健所で研修

を実施しているところです。 

今回、県の各種計画の改定、国の動向及びこれまでの研修の課題を踏まえ、指針

を一部見直しました。※ 

 なお、行政職員としての能力開発は、各自治体の人材育成指針に基づき進められ

るものですが、行政栄養士は少数配置であり市町村単独での専門研修の実施は困難

な状況が推察されます。また、栄養・食生活改善に関する取組みは、県と市町村が

相互に、且つ密接に関連していることを踏まえ、県で一体的に人材育成を行うこと

がより効果的であるとの考えから、本指針は市町村行政栄養士にも参考となるもの

です。 

 

※見直しの背景 

 

○行政栄養士の業務指針： 

「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善について」（厚労省

健康局長通知）、「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の

基本指針」（厚労省がん対策・健康増進課長通知）に、健康増進計画に基づく栄養・食生

活分野の施策を着実に推進できる行政栄養士を育成するため、職位や業務年数に応じ、

求められる能力が獲得できる「現任教育の体系的実施」の必要性が明記されている。 

 

○県の各種計画： 

 熊本県保健医療計画、熊本県健康増進計画、熊本県健康食生活・食育推進計画、熊本県

歯科保健医療計画、熊本県がん対策推進計画、熊本県における医療費の見通しに関する

計画等で、栄養・食生活改善に関する取組みが記載されています。 

 

○国の動向： 

 「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針を実践

するための資料集」（平成 25 年 4 月）に加え、「行政栄養士の人材育成ビジョンを考える

ために」（平成 28 年 8月）、「市町村行政栄養士の人材育成ビジョンを考えるために」（平

成 29 年 3 月）が追加作成されました。 

 

○これまでの研修の課題： 

少数配置である行政栄養士の人材育成を効率的効果的に進めていくためには、県健康づ

くり推進課、保健所等の役割を明確にし、健康づくり及び栄養・食生活改善に関する施

策を企画立案し、実施するとともにその評価を行う過程を掴めるようにすることが必要

です。 
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１．目的・対象者                                         

 

県及び市町村の行政栄養士が、成果の見える栄養施策が展開できる力を身に付け

るため、当県における行政栄養士の人材育成の全体像を明らかにし、育成体制の確

保をはかるとともに育成の考え方を示し、県健康づくり推進課及び県保健所で実施

する研修企画に活かすことを目的とします。 

 なお、本指針の対象は、県行政栄養士で、【管理期：県主幹以上】を除く【新任

期：３年目まで】及び【中堅期：４年目から】です。 

 

２．行政栄養士業務の背景                             

 

（１）「食」は生命と健康の基本 

   少子高齢化が一層進む中、健康長寿を実現していくためには、予防可能な疾

患を防ぎ、身体機能や生活機能を維持していくことが何より重要で、健康づく

り及び栄養・食生活改善はその基本です。特に、「食」は、健康や生活習慣病

など身体状況との関連が大きく、地域や環境との関わりも深い分野です。 

 

（２）多領域にわたる「食」に関わる施策や取組と専門性 

  食に関する施策を所管する部局は、健康増進のほか、子育て支援、保育、教育、

農政、産業振興、環境保全など多岐にわたっています。行政栄養士はその専門性

を活かし、健康増進と多領域の施策を有機的かつ効果的につなぎ、「健康増進計

画」や「健康食生活・食育推進計画」を着実に推進していきます。 

 

（３）成果の「見える化」 

  限られた予算や人員の中で、施策の成果が最大に得られるよう、健康・栄養課

題を明らかにし、ＰＤＣＡサイクルにより「健康寿命の延伸」につながる施策を

推進していきます。推進にあたっては、医療費等の伸びの抑制を念頭に置いた栄

養・食生活の改善に取組み、成果の見える化を図ります。 

 

 

３．求められる専門能力                               

 

業務遂行する上で行政栄養士に必要な能力には、「基本的能力1」「行政能力2」「専

門能力」がありますが、ここでは、「専門能力」の育成を中心に記載します。 

  なお、ここでいう「専門能力」とは、地域保健の視点を持ち、成果の見える栄

養施策を展開する能力です。具体的には、住民ニーズを把握し、地域の健康課題

をアセスメントするとともに、その原因を科学的、構造的に見出し、関係機関と

の調整や行政施策に沿った事業や施策を企画・立案・評価する力です。 

 

                                                   
1 基本的能力：社会人としての基礎であり、組織の一員として行動できるための能力 
2 行政能力：地域保健活動等の担当業務を中心とした法令や政策体系を理解する能力 



4 
 

（１）実態の整理と課題の顕在化（見える化）ができる力 

～ 健康と栄養の課題を分析し、優先課題を見出す ～ 

 

・ 行政や関係機関と協働し、必要な統計データの把握・整理を行い、全国や他

県・他市町村との比較等を通して、地域の特徴や課題を捉えます。 

・ 統計データや地域住民の生活の観察結果等から、身体の状況、食生活の実態、

地域の実態との関連を構造的に整理し、優先して取り組むべき健康課題（食

生活課題）を明らかにします。 

  

2013.01.23　　　　　　　　　　　　～　平成23年度県民健康・栄養調査結果ベース　～

(健康日本２１（第２次）の考え方をもとに、研修用に改変)

健康寿命（男性:70.58年 女性:73.84年） 生活の質の向上

【疾病・健康状態】 ★循環器疾患
高血圧症有病者 推計:414,000人 正常高値血圧者 推計:144,000人

がん★糖尿病
有病者推計:73,000人 予備群推計:106,000人

低出生体重児
高齢者の体力・死亡

【栄養状態】

【食物摂取状況】

【食行動】

【社会環境（食環境）】

★食塩（20歳以上）
○平均摂取量
男性 11.2g 女性 9.6g

★野菜（20歳以上）
○平均摂取量
男性 266.1g
女性 255.1g

★主食・主菜・副菜をそろえた食事

：男性 38.3% 女性30.8%

★共食（小学校）

：低学年 91.3% 高学年 85.4%

★適正体重（20歳以上）

○肥満の者の割合:男性 36.4% 女性 18.6%                ○やせの者の割合:男性 4.3%   女性 9.2%

★災害時のための食料を備蓄している世帯の割合
27.0％（392世帯）

★身体活動・運動

（20歳以上）

○運動習慣のある者

の割合：

男性 29.6% 女性 27.2%

○日常生活における歩数：
男性 7,260歩
女性 6,331歩

★ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ
該当者推計:254,000人 予備群推計:51,000人

★脂質異常症
有病者推計:164,000人

【生活習慣】

くまもと２１ヘルスプラン（栄養・食生活分野、他）の目標関連図

社会環境の質の向上社会生活機能の維持

★果物（20歳以上）

○摂取量が100gに

満たない者の割合
男性 71.8% 

女性 59.1%

★たばこ
（20歳以上）
○喫煙する者

の割合：
男性 33.4%
女性 4.8%

★飲 酒
（20歳以上）
○生活習慣病の
リスクを高める量
を飲酒して いる
者
の割合：
男性 14.7% 
女性 4.4%

★生鮮食品をふだん入手している者の割合
（20歳以上） 男性 24.7％女性48.1%

健康づくり応援店
288店舗(H24.3月末時点）

★肉類（20歳以上）
○平均摂取量
男性 98.8g 
女性 72.9g

★魚介類（20歳以上）
○平均摂取量
男性 82.1g  
女性65.1g

★肥満との関連が考えられる要因(分析結果 )

○早食いをする人 約1.7倍
○満腹になるまで食べる人 約2.5倍
○夜食を食べる人 約1.8倍

（そうでない人との比較）

★ 調査で分析
太字は計画に掲載

※ 平成 23 年度調査結果を基にした上記の図を参考に、熊本県民健康・栄養調査の設計・集 

計及び分析計画書（平成２７年３月健康づくり推進課）を作成しています。 
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※ くまもと２１ヘルスプラン（栄養・食生活分野他）の目標設定については、健康日

本２１（第２次）の推進に関する参考資料 96 頁（平成 24 年 7 月 厚生科学審議会

地域健康増進栄養部会 次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会）を参考と

しました。 

 

生活習慣病等と栄養・食生活の目標の関連

健康寿命の延伸

生活の質の向上

【疾病・健康状態】

【栄養状態】

【食物摂取】

【食行動】

【食環境】

循環器疾患 がん 糖尿病
低出生体重児

高齢者の体力・死亡

適正体重の者増加

食塩摂取量
の減少

野菜・果物摂取量
の増加

主食・主菜・副菜をそろ
えた食事の増加

共食の増加
(1人食べの子の減少）

食品中の食塩や脂肪の低減に取り
組む食品企業・飲食店の数の増加

特定給食施設での栄養・食事
管理の向上

取組み（国、県、自治体、専門家団体、企業、住民組織など）
健康日本２１（第2次）参考資料P96を一部改変

研究報告あり

高血圧症 脂質異常症

 

 

（２）健康・栄養課題を事業化し、自治体の重要施策とマッチングさせる力 

～ 全体を統合して物事を捉え調整し、食全体をマネジメントする ～ 

 

・期待する効果（課題解決）につなげるため、ＰＤＣＡサイクルを回すことを意

識し、事業の企画・立案・実施・評価を行います。 

・組織内での合意形成を行うため、事業の目的、根拠、期待できる効果、費用対

効果、各種計画（保健医療計画、健康増進計画や健康食生活・食育推進計画等）

との関連性を示します。 

・予算編成のスケジュールや組織内の意思決定のプロセス、各種計画における位

置づけを確認し、予算化の方法論を押さえ、事業実施の予算を確保します。 

 

※ ＰＤＣＡサイクル（企画・立案・実施・評価）を意識して事業展開を行うために、 

参考様式「事業の企画・実施・評価のためのシート」を活用しましょう。 

このシートを事業毎に作成し、事業の背景や自治体の各種計画における位置づけ

等を捉えながら、事業の実施や評価を行うことで、ＰＤＣＡサイクルを回す力が

身につきます。 
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重点施策と関係 

 

自己啓発

集合研修
（Ｏｆｆ-ＪＴ）

派遣研修
（Ｏｆｆ-ＪＴ）

職場研修
（OJT）

県職員に求められる能力

健康福祉部職員（管理栄養士）
に求められる専門能力

【熊本復旧・復興4ｶ年戦略】 災害に強く県民が夢と誇りを持ち安心して暮らし続ける熊本の創造

【第4次県健康増進計画】 県民が生涯を通じて健康で、安心して暮らし続けることができる熊本

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

健
康
福
祉
部
研
修
基
本
指
針
（平
成
26
年
8
月
）

県
人
事
・人
材
育
成
基
本
方
針
（平
成
25
年
3
月
）

県民の視点
に立ち、
自ら考えて
チャレンジし、
スピード感を
もって実現する

職員

行
政
栄
養
士
の
基
本
指
針

参考：食事摂取基準の活用とPDCAサイクル(厚労省）

科学的根拠に基づく事業の企画・実施・評価

P

D

C

A

食事
摂取
基準

県民健康・
栄養調査
（5年毎）

県健康増
進計画
（5年毎）

県食育推
進計画
（5年毎）

食事
調査

【第3次県健康食生活・食育推進計画】 県民が健全な食生活が実践できる豊かな食が持続する熊本

＜自治体を取り巻く社会
情勢の変化＞
・2000年の地方分権一
括法の施行
・地方の時代へ、官から
民へ、住民主体・参加へ
の流れ拡大
・地域の実情に即したよ
り一層の自発的な政策
展開

＜急激な少子高齢化、
人口減少社会の到来＞
・誰もが住み慣れた地
域全体で安心して生活
するための医療、介護、
住まいを一体的に提供
する「地域包括ケアシス
テム」の推進
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※ 事業の企画・実施・評価のためのシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

事業実施
の背景
（ニーズ）

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ指
標

モニタリング
指標

アウトカム
指標

実施期間

対象者

実施計画

期待される
効果

評価方法

評価

課題

予算

連携先

事業評価

事業内容

県健康増進計画や県食育推

進計画等上での位置づけ

事業目標

別紙
（実施計画や要項等）

事業の具体的な活動量や実績を

測る指標／保健事業量、基盤整

備等

効果をモニターする／生活習
慣・保健行動・学習

最終的に達成すべき指標／
QOLや健康
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  保健所名
市町村名

氏名 確認のポイント

事業名

・背景やニーズとの関係
・事業の一部に附随した取組の場合は、〇〇事業に係る▼▼の取
組

事業実施
の背景
（ニーズ）

・市町村全体の健康課題
（例えば以下）
　：生活習慣病と死因、医療費、介護等の関係
　：生活習慣病のリスク保有者
　：生活習慣（食習慣）で把握していること　等
・事業実施に至る経緯
・これまでの取組や評価、課題
・その他特有の背景等（首長の方針等）

・計画の有無（左記2つがない場合は、市町村総合計画、データヘ
ルス計画等が該当）
・何らかの自治体の計画に位置づける（位置づけがない場合はない
ことを認識する）

ｱｳﾄ

ﾌﾟｯﾄ

指標

・事業（取組）の成果物、事業実施量
（データヘルス計画では、健診受診率、保健指導実施率、保健指導
の継続率）

モニタ

リング

指標
・事業（取組）を行った後の対象者の動きを、継続してとらえたもの

アウト

カム

指標

・事業（取組）によって生じた状態
・計画に掲げてあることとの整合性
（データヘルス計画では、成果として、高額医療、長期入院、人工
透析、生活習慣病のレセプト分析、健診・保健指導作成のアセスメ
ント表、健診有所見者状況、メタボ該当者・予備群、健診・保健指導
の評価、受領行動の開始、血糖値等検査値の変化、食習慣等生
活の変化）

実施

期間
・事業評価はこの期間で行う

対象

者
・事業（取組）がカバーする対象者

実施

計画

・事業（取組）の目的を必ず記載
・別紙に記載があればそちらで確認

期待

される

効果

・この事業（取組）を行うと、自治体の健康課題に対してどのような
成果（実施期間中に想定できる効果）が表れ、自治体がめざす姿に
どう近づけるのか。

評価

方法

・基本的には（実施期間中に想定できる効果をはかると捉えるた
め）ｱｳﾄﾌﾟｯﾄやﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指標を評価するための方法
・データヘルス計画であれば、ｱｳﾄｶﾑ指標も含めて評価するための
方法

評価

・事業が途中であれば、記載不要
・事業が今年度既に終了していれば、記載
・既に終了し評価がこれからであれば、その旨記載

課題

・事業が途中であれば、記載不要
・事業が今年度既に終了していれば、記載
・既に終了し課題設定がこれからであれば、その旨記載

予算 ・必ず記載（ゼロ予算の場合は０と記載）

連携先 ・必ず記載（複数あれば全て記載）

最終的に達成す

べき指標／QOL

や健康

別紙

（実施計画

や要項等）

県（市町村）健康増進計画や県（市町

村）食育推進計画等上での位置づけ

企画・実施・評価シートの着眼点

事業内容

事業評価

事業目標

事業の具体的な

活動量や実績を

測る指標／保健

事業量、基盤整

備等

効果をモニター

する／生活習

慣・保健行動・学

習
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※ 事業の企画・実施・評価のためのシート（記載例－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名

事業実施
の背景
（ニーズ）

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ指
標

モニタリング
指標

アウトカム
指標

実施期間

対象者

実施計画等

期待される
効果

評価方法

評価

課題

予算

連携先

県健康増進計画や県
食育推進計画等上で
の位置づけ

事業目標

食生活指針普及推進会議
別紙

（実施計画や要項等）

・○○地域では、平成17年度より※保健・農政・教育等の関係機関団体が一同に会し、家庭や地域、学校
や保育園等における食・食生活に関する取組みの情報交換が行われている。また、取組の効果や課題、問
題点についても、それぞれが主体的に捉えてあり、食育に対する気運は非常に高まっている。
・今後は、それぞれの取組を評価し、食生活指針の実現にどう向かっているのか皆で共有する必要がある。

※栄養士会、食改支部、食品衛生協会、JA、保育連盟、保育士会、学校保健会、栄養職員代表、教育事務所、市老人クラブ連合会、市町、振興局

１　子どものころから生涯をとおした適切な生活習慣の定着　　(2)栄養・食生活

　・保育所、幼稚園、学校：保護者と連携した計画的な食育の推進

　・ボランティア団体：地域の実情に合わせた食生活の改善

　・専門団体：県民に対する専門的な栄養のアドバイス

　・市町：計画的な食育推進

　・県：２１食生活指針の普及啓発

事業の具体的な活動量や実績を

測る指標／保健事業量、基盤整

備等
・市町レベルでの検討の場の整備

効果をモニターする／生活習
慣・保健行動・学習

・当該関係機関団体に対する活動への支援

最終的に達成すべき指標／
QOLや健康

・適正体重を維持している人の増加
・食べることが好きな人の増加
・食事が楽しい人の増加

事業内容

平成21年5月～平成22年2月（2回実施）　　候補：5月下旬・2月上旬

上記※

【取組内容】
①今年度の取組に関する情報交換
②目標の共有化を図るための協議
③評価指標推移に関する情報交換及び蓄積
④次年度の取組の方向に関する協議

【スケジュール】

報償費：50,000円　　旅費：11,000円　　一般需用費：6,000円　　一般役務費：2,000円

上記※参照

事業評価

・圏域での取組が、市町を基盤とした気運の情勢につながっていく。
・市町管理栄養士が、その調整役を果たせると認識できる。（宇土市は既に出来ている）

・市町食育推進計画や保育所食育計画への着手

市食育推進会議の中で、同計画に施策の柱として食環境整備（健康づくり応援店制度）の位置
づけを提案し、市計画の見直しに寄与できた。

引き続き、市食育推進計画の施策として食環境整備の位置づけを働きかけること

各団体で活動

5月

開催に向
けての日
程調整

5月18日

県主催の
担当者会
議

5月下旬～

第1回推進
会議の開催

内容は
①②③

2月

第2回推進会
議の開催

内容は
③④
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※ 事業の企画・実施・評価のためのシート（記載例－２） 

 

 事業名

事業実施
の背景
（ニーズ）

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ指
標

モニタリング
指標

アウトカム
指標

開催時期

対象者

時　間 講師等 場所等

9:30 ①菊池保健
所長
②③菊池栄

養指導員

大津町文化ホー
ル（大津町栄養
士を通じて手

配）。自己紹介
資料は事前にも

らう。

１０：３０～
１２：３０

④⑤各保健
所栄養指導
員

５グループに分
ける

１３：３０～

１５：３０

熊本大学医学

部　小児発達

学講座

事前にアレル

ギーについての
質問をまとめて

おく。

１５：３０～

１６：００

⑦菊池栄養

指導員

期待される効
果

評価方法

評価

課題

予算

協働先

４－１－１－７２（０９：旅費　　　　　　　０８：報償費　３０，０００円　　　　　　１４：使用料　　　　　　　　）

行政栄養士協議会、県北地区保健所

地域保健従事者に求めら

れる専門的知識を学ぶ。

⑥講演「乳幼児の食物アレルギーにつ

いて」
質問タイム

＜ここは在宅栄養士も合同＞

(a） ⑦全体会「１歳半健診で幼児の食生活

を把握するためのアンケートについて」

事業評価

行政栄養士等に求められる能力を身につけることで、市町村栄養士増が期待される。

１歳半児食生活実態調査の実施とまとめから、市町村母子保健計画へ反映できる。

市町村母子保健計画の確認までには至っておらず、評価できていない。

市町村母子保健計画へ反映できるよう、日頃の業務の中で引き続き働きかけていく。

事業目標

保健医療計画

最終的に達成すべき指標

／QOLや健康

市町村栄養士に求められ
る行政能力（企画・計画・
評価力、情報収集・活用

力）をつけるため、「市町
村母子保健計画」の進捗

管理を事例に、その手法
を学ぶ。（a）

保健・医療・福祉を支える人材の育成／市町村栄養士の確保に努める。

事業の具体的な活動量や実

績を測る指標／保健事業

量、基盤整備等

市町村栄養士（常勤・嘱託）の確保。
在宅栄養士活動回数の増加。

効果をモニターする／生
活習慣・保健行動・学習

事業評価を実施。
自主学習会が継続。

事業内容

平成１５年９月１９日（金）

菊池保健所管内：１１名：【市町村勤務（嘱託含む）】
阿蘇保健所管内：１２名【市町村勤務（嘱託含む）】
山鹿保健所管内：　６名
有明保健所管内：１０名

研修内容

ねらい 内　　　　容

県北地区「市町村等管理栄養士・栄養士研修会」
別紙

（実施計画や要項等）

●「改正栄養士法」「健康増進法」等の施行で、管理栄養士・栄養士を取り巻く状況は大きく様変わりした。管理栄養士
がその専門性を発揮するためには、どの領域で働いていても、対象者の健康状態、病気の状態、栄養状態を評価・判
定できることが重要である。
●更に行政栄養士は、地域保健専門技術職として、行政職員としての能力（企画・計画、情報収集・活用、意志決定、
説明・調整、交渉・折衝、組織運営、育成・指導各能力等）が求められている。
●「地域保健従事者の資質の向上に関する検討会報告書」（平成１５年５月２３日／厚生労働省公表）によれば、管理
栄養士等の現任教育の現状として、１人配置が多く業務が多岐に渡り研修に出にくいこと、又、市町村が研修を企画・
実施する体制が不十分なことから、身近な保健所を専門研修の中核として位置づけることとしている。
●市町村等管理栄養士・栄養士研修については、従来「くまもと２１ヘルスプラン事業」のひとつとして、各保健所毎に
年６回程度の計画で実施している。今回、事業の効率面を考慮し、県を城北・県南の２ブロックに分け、研修会を開催し
てはという考えがある。

④グループワーク１「１歳半健診で幼児
の食生活を把握し、母子保健計画の評
価へつなげるためには」

⑤グループワーク２「１歳半健診で幼児
の食生活を把握するためのアンケートを

デザインする」

適正体重を維持している人の増加。
食事を楽しむことが出来る人の増加。

①主催者挨拶
②オリエンテーション
③参加者自己紹介／我が町の母子保

健計画と健康食生活分野の関連は。我
が町の母子栄養相談体制。
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４．行政栄養士の人材育成                          

   

予防を重視した政策転換がなされる中 、行政栄養士の業務内容は益々高度化

し、複雑・多様化しています。また、地域特性を活かした効果的・効率的な行政

運営が求められており、専門能力に加え、行政能力を備えた人材の育成が急務で

すが、特に、市町村栄養士の配置は少数であり、各自治体のみでの専門研修の実

施は困難な状況が推察されます。 

加えて、地域保健の現場では実践能力や公衆衛生（公衆栄養）の視点での企画

力が不足する新任が一人配置されることも多く、これらを踏まえ、体系的な育成

が必要です。 

そこで、行政栄養士の現任教育を、「自己啓発」「職場内研修」「職場外研修（集

合）」「職場外研修（派遣）」の４つに大別して行います。 

なお、人材育成を行うに当たっては、レクチャー（講義）、グループディスカ

ッション（課題討議）、ロールプレイング（役割演技）、ケーススタディ（事例検

討）等手法の特徴を知った上で、研修の目的に沿うよう企画することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）研修の種別 

①自己啓発 

・行政栄養士自らが専門職として自己研鑽に努めることが基本です。 

・県健康づくり推進課及び県保健所は、行政栄養士の自己研鑽を支援するた

め、自主学習グループの育成、事例まとめや評価方法の支援、参考資料や

図書の紹介等環境整備に努めます。 

②職場内研修 

・各職場内で行う研修（ＯＪＴ）です。 

・複数配置がない職場においては、県健康づくり推進課又は近隣保健所との

調整を行い、支援を受ける等体制を確保します。 

・なお、保健所は管轄市町村への支援体制を整えます。 

  ③職場外研修（集合）                

・県健康づくり推進課が県保健所及び市町村等を対象に、県保健所が管轄市

町村等を対象に行う研修（ＯＦＦ－ＪＴ）です。 

・これまでの研修の課題を踏まえ、県健康づくり推進課や保健所と連携して

の開催、必要に応じて広域本部単位で開催します。 

 

自己啓発

職場外研修
（集合）

職場外研修
（派遣）

職場内研修
（OJT）
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④職場外研修（派遣）              

・各自治体から各種研修に派遣を行います。 

・県では「保健医療科学院実施研修」「日本栄養士会公衆衛生事業部研修会」

等に、研修内容に応じ、県健康づくり推進課及び県保健所職員の中から対

象者を選出し、派遣して行う研修（ＯＦＦ－ＪＴ）です。 

 

 

 

（２）研修に係る各機関の役割 

  ①県健康づくり推進課 

   1)県全体の行政栄養士育成研修の評価・検討 

   2)県全体で実施することが効果的な研修の企画・実施・評価 

   3)職場内研修（ＯＪＴ） 

      4)職場外研修への参加及び派遣 

  ②県保健所（広域本部単位含む） 

   1)研修の企画・実施・評価 

    ・地域の健康・栄養課題改善のための実践能力育成 

    ・県全体研修後の地域での普及啓発や実践 

   2)職場内研修（ＯＪＴ） 

   3)職場外研修への参加 

  ③市町村（参考） 

   1)職場内研修（ＯＪＴ） 

   2)職場外研修への参加 

 

研修名称 県 市町村 専門能力

新任期行政栄養士研修 〇 〇 地域診断、事業企画・立案・実施・評価

新任期育成支援者研修 〇 〇 新人指導者としての心構え

〇 〇 健康と栄養の課題分析

〇 〇 事業企画・立案・実施・評価

〇 県の役割と責務、問題解決

〇 〇 新たな知識・技能習得

派遣研修（ＯＦＦ・ＪＴ）

国立保健科学院、国立健康・栄養研究所、日本公衆衛生協会、日本栄養士会、日本食生
活協会等

行政栄養士研修

自　己　啓　発

職場内研修（ＯＪＴ）

集合研修（ＯＦＦ・ＪＴ）
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参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度市町村行政栄養士の配置状況
平成30年4月１日現在

人口（人）

H29.10.1 総数 管理栄養士数 栄養士数

健康指導係 1

健診推進係 1

健康福祉部 健康づくり推進課 さしより野菜推進係 4

市民環境部 市民課 国民年金係 2

3 美里町 9,836 健康保険課 健康支援係 1 1

4 荒尾市 52,424 保健福祉部 健康生活課 健康増進係 2 2

5 玉名市 66,030 健康福祉部 保健予防課 健康推進係 4 2 2

6 和水町 9,796 健康福祉課 保健予防係 1 1

7 南関町 9,414 保健センター 福祉課 保健予防係 1 1

8 長洲町 15,560 保健センター 福祉保健介護課 保健予防係 1 1

福祉部 健康増進課 健康増進係 3

教育部 子ども課 保育幼稚園係 1

10 菊池市 47,486 健康福祉部 健康推進課 健康推進係 1 1

11 合志市 60,280 健康福祉部 健康づくり推進課 健康推進班 1 1

12 大津町 33,863 住民福祉部 健康保険課 健康推進係 1 1

ほけん課 保健予防係 3

ほけん課 国民年金係 1

福祉課 子育て支援係 1

14 高森町 6,071 健康推進課 健康推進係 1 1

15 南阿蘇村 10,743 健康推進課 保健係 1 1

16 小国町 6,953 福祉課 健康支援係 1 1

17 南小国町 3,892 町民課 保健衛生係 1 1

18 御船町 16,721 健康づくり支援課 健康推進係 1 1

19 嘉島町 9,060 町民課 保健係 1 1

20 益城町 32,296 健康づくり推進課 健康増進係 2 2

21 山都町 14,399 本所 健康ほけん課 健康づくり係 2 1 1

第三保健予防係 2

業務係 1

23 氷川町 11,623 健康福祉課 保健予防係 1 1

24 水俣市 24,641 福祉環境部 いきいき健康課 健康推進係 1 1

25 芦北町 16,985 健康増進課 健康管理係 1 1

健康増進係 1

母子保健係 1

27 錦町 10,505 健康保険課 健康増進係 1 1

28 あさぎり町 15,165 健康推進課 2 1 1

食育係 1

健康増進係 1

30 湯前町 3,846 保健福祉課 保健係 1 1

31 山江村 3,326 健康福祉課 保健衛生係 1 1

32 天草市 79,652 健康増進係 1 1

成人保健係 2

 東保健福祉センター 1

 西保健福祉センター 1

33 上天草市 25,855  健康福祉部 健康づくり推進課 健康増進係 2 2

34 苓北町 7,427 福祉保健課 健康増進室 1 1

34 64 54 10

平成30年度配置率（%） （％）

年度 配置率 管理栄養士 栄養士
H２５年度 30 （44市町村） 68.2% 40 14
H２６年度 32 （44市町村） 72.7% 54 10
H２７年度 29 （44市町村） 65.9% 41 12
H２７年度 30 （44市町村） 68.2% 41 12 (H27.6月）
H２８年度 31 （44市町村） 70.5% 47 12
H２８年度 32 （44市町村） 72.7% 48 12 (H28.7月）
H２９年度 31 （44市町村） 70.5% 46 12
H３０年度 34 （44市町村） 77.3% 54 10

29 多良木町 9,385 健康・保険課 2

26 人吉市 33,015 健康福祉部 保健センター 2

58,618宇城市2 6

2健康づくり課健康福祉部36,552宇土市1

NO 市町村名 所属部局名 課 係
配置栄養士数

9 山鹿市 51,237

13 阿蘇市 26,216 市民部 5

22 八代市 125,966 健康福祉部 健康推進課 3

配置市町村数

＝配置市町村数／全市町村数(熊本市除く）×100 77.3

配置市町村数（全市町村数）

 健康福祉部  健康増進課 

4

6

《参考》 行政栄養士を配置していない市町村（１０）

玉東町、菊陽町、産山村、西原村、甲佐町、津奈木町、水上村、相良村、五木村、球磨村


